
 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設葵の園・江別 

（介護予防）短期入所療養介護 

 

重要事項説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者に対する短期入所療養介護サービス提供開始にあたり、施設の概要や提供されるサー

ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 



１．事業者（法人）の概要 

 

法人の名称 社会福祉法人  葵新生会 

代表者名 理事長 新 谷  正 子 

所在地・連絡先 

〒７３９－０１５１ 

住所 広島県東広島市八本松町原１１１７１番地１ 

電話 ０８２－４２９－０３５０ 

FAX  ０８２－４２９－１７８９ 

  

２．事業所（ご利用施設）の概要 

施設の名称 介護老人保健施設葵の園・江別 

施設長名 施設長 大見 広規 

所在地・連絡先 

〒０６９－０８６３ 

住所 江別市大麻南樹町１番地の１ 

電話 ０１１－３８７－６６５５ 

FAX  ０１１－３８７－６６５６ 

事業所番号 0151080074 

  

３．施設の目的及び運営方針 

（１）施設の目的 

当施設は、要介護・要支援状態と認定された利用者（以下「利用者」という。）に対し、介

護保険関係法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活

を営むことができるよう短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を提供することを目

的とする。 

（２）運営の方針 

① 短期入所療養介護計画及び介護予防短期入所療養介護計画に基づいて、看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うこ

とにより、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるようにす

るとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。 

② 各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

を支援するものとする。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めの 

ものとする。 

④ 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家族との結びつきを重視し、市区町村、居宅介

護サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

（３）短期入所療養介護計画の作成及び事後評価 

介護支援専門員が、利用者の直面している課題等を評価し、利用者及び家族の希望を踏ま

えて、短期入所療養介護計画を作成します。また、サービス提供の目標の達成状況等を評

価し、その結果を書面（短期入所療養介護計画）に記載して、利用者及び家族に説明し、

同意を受けます。  

 



４．施設の概要 

（１）敷地及び建物 

敷地 ３・９７８㎡ 

建

物 

構造 鉄筋コンクリート造４階建 

述べ床面積 ５．４７７．１６㎡ 

利用定員 入所 １００名（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を含む） 

通所  ４５名（介護給付・介護予防給付サービス定員を含む） 

 

（２）療養室 

居室の種類 室 数 

ユニット型個室 １００室 

 

（３）主な設備 

設 備 
室 

数 
面積 備 考 

居間・食堂 １０ ７１７.７０㎡   

機能訓練室 ５ ４７４．４１㎡   

一般浴室 １２ １８８．７５㎡ 
機械浴槽４台（１８

８．３６㎡）設置 

診察室  １  １９．０８㎡   

家族介護教室 １ １９．３３㎡  

  

５．施設の職員体制（最低人員数） 

従業者の職種 
人数 

（人） 

区 分 

職務の内容 常勤(人) 非常勤(人) 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 １  １   施設の管理をします 

医   師 １  １   医学管理をします 

薬 剤 師      薬剤の管理をします（薬剤師は委託） 

看 護 職 員 １０ １０    健康チェックをします 

介 護 職 員 ４５ ４０  ５  日常生活のお世話をします 

支援相談員 １ １    利用者、家族の相談等を受けます 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

７  ７   基本・応用動作のリハビリをします 

管理栄養士 １  １   栄養管理をします 

介護支援専門員 ２ ２    相談、サービス計画の作成をします 

事務職員 ３  ３   受付業務、その他事務関係をします 

 

 

 

 



６．職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

管理者（医師） 
正規の勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 
４週８休 

看 護 職 員 

介 護 職 員 

早番（ ７：００～１６：００） 

日勤（ ８：３０～１７：３０） 

遅出（１０：００～１９：００） 

夜勤（１７：００～ ９：００） 

４週８休 

支援相談員 
正規の勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 
４週８休 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

正規の勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 
４週８休 

管理栄養士 
正規の勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 
４週８休 

介護支援専門員 
正規の勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 
４週８休 

事務職員 
正規の勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 
４週８休 

  

７．サービスの概要 

（１）介護保険給付対象サービス 

種   類 内     容 

医療・看護 

医師により、必要に応じて随時診察を行います。 

ただし、当施設では行えない処置（透析等）や手術、その他病状

が著しく変化した場合の医療については他の医療機関での治療と

なります。 

機 能 訓 練 

理学療法士等により利用者の状況に適した個別リハビリテーショ

ン計画を作成し、機能訓練、身体機能の低下を防止及び向上する

よう努めます。 

入    浴 

週２回の入浴又は清拭を行います。 

寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能で

す。 

排 せ つ 
利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うと共に、排せつの

自立についても適切な援助を行います。 

栄 養 管 理 

管理栄養士が栄養と利用者の身体状況に配慮した献立を作成し

ます。 

管理栄養士が医師等と共同して、入所者ごとの栄養状態を把

握・記録し、個人の食形態にも配慮しながら作成した栄養ケア計

画に基づいて適切な栄養管理を行います。 

必要に応じて医師の指示せんに基づく療養食の提供に対応しま

す。 



離床､着替え､整容等 

寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をし

ます。 

シーツ交換は週１回実施します。 

レクリエーション等 

その季節にあったゲームやドライブ、行事など、各種レクリエー

ションを実施します。 

 

相談及び援助 利用者とその家族からのご相談に応じます。 

送迎 
身体状況等の要因により、ご自分で来所が困難な方は、相談に応

じます。（片道１８４円） 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

種  類 内 容 料   金 

居住費 

ユニット型個室については光熱水費

に相当する額を負担していただきま

す。 

 

１日あたり２，１０６円 

※市町村で介護保険負担限

度額認定を受けている場

合、介護保険負担限度額

認定証に記載の負担限度

額とします。 

（別に定める料金表の滞在

費 の 利 用 料 に よ り ま

す。） 

食費 

食材料費及び調理に係る費用に相当

する額を負担していただきます。 

栄養と利用者の身体状況に配慮した

バランスに富んだ食事を提供いたし

ます。 

（食事時間） 

朝食  ７：３０～  

昼食 １２：００～ 

夕食 １８：００～ 

１日あたり１，８００円 

・朝食 ５２０円 

・昼食 ６８０円 

・夕食 ６００円 

※市町村で介護保険負担限

度額認定を受けている場

合、介護保険負担限度額

認定証に記載の負担限度

額とします。 

（別に定める料金表の食費

の利用料によります。） 

洗濯委託費 

衛生管理、感染管理の観点からも、

安心して安全に過ごしていただく

為、ご希望により洗濯委託をさせて

いただきます。 

（回収・配達） 

週２～３回 

実費 

理美容費 

毎月２回程度の理美容店の出張によ

る、理美容サービスを利用していた

だけます。 

実費 



テレビ貸出費 
ご希望により、レンタルのテレビを

貸し出しいたします 
１１０円/日 

電気代 １電化製品につき ５０円/日 

口座引落手数料 
利用料金を口座引落する場合に負担

していただきます。 
１１０円/１回 

 

８．サービス利用料金 

（１）利用料金（別紙利用料金表参照） 

 利用者の要介護状態区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自

己負担額）をお支払いください（サービス利用料金は利用者の要介護状態区分に応じて異な

ります）。また、何らかの理由により利用者の要介護認定の更新が遅れた場合には、サービ

ス利用料金の金額を一旦お支払いいただきます。要介護状態区分が確定した後、自己負担額

を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が

保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

（２）利用料金のお支払い方法 

 料金・費用については、１ヶ月ごとに請求し、金融機関口座から毎月２６日（土・日・祝

にあたる場合は翌日）の自動引き落としさせていただきます。なお、手続きが完了する間は、

窓口での現金払い、又は下記口座への振込をお願いします。 

 

口 座 名：北洋銀行   野幌中央支店  普通口座  ４２２６５３１                   

口座名義：社会福祉法人 葵新生会 理事長 新谷 正子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当施設お客様相談窓口 

窓口担当者 支援相談員  

電話番号  ０１１－３８７－６６５５ 

受付時間  ８：３０～１７：３０ 

苦情箱   葵の園・江別１階事務所に設置 

江別市介護保険課 

 

所 在 地 江別市高砂町６番地 

電話番号 ０１１－３８１－１０６７ 

 

北海道国民健康保険団体

連合会 

所在地  札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 

電話番号 ０１１－２３１－５１６１ 

当施設における 

苦情処理の手続き 

円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順 

（１） 苦情内容の聞き取り、把握を充分に行う 

（２） 問題が生じた部署に苦情の内容を伝達する 

（３） 問題が生じた部署での対応の問題点を把握する 

（４） 管理者等、施設の責任者に苦情内容を伝達するととも

に、問題が生じた部署での対処の問題点を伝達する 

（５） 施設としての意思決定（謝罪、事実伝達・説明、市町村 

道への報告等）を行う 

（６） 施設における反省事項の整理、再発防止の対策を行う 

（７） 苦情処理台帳への記載を行い再発防止に努める 

（８） その他、必要に応じて対応を検討する 

 

 

１０．非常災害時の対策 

非常時の対応 
別途定める「老人保健施設葵の園・江別消防計画」に則り対応

を行います。 

避難訓練及び防災設備 

別途定める「老人保健施設葵の園・江別消防計画」に則り年２

回夜間及び昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も参加して

行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター あり 

避難階段 ２個所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり ガス漏れ探知機 なし 

誘導灯 あり スロープ あり 

カーテン等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 
江別市消防署への届出日：令和元年 11月 21日 

防火管理者：西村 拓也  



 

１１．事故発生時の対応及び損害賠償 

当施設は、短期入所療養介護サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速や

かに保険者、利用者の後見人及び家族又は身元引受人に連絡するとともに、必要な措置を講

じます。また、事故により利用者に損害が発生した場合は、当施設は速やかに利用者の損害

を賠償します。ただし、当施設に故意・過失がない場合にはこの限りではありません。当該

事故につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。  

 

 

 

１２．協力医療機関等 

名称 医療法人社団英生会野幌病院 所在地 江別市野幌町５３番地５ 

電話 ０８２－４２０－１２３０ ＦＡＸ ０１１－３８３－７９６５ 

名称 垣野歯科医院 所在地 北海道江別市大麻元町１６８－６ 

電話 ０１１-３８８－４１８８ ＦＡＸ ０１１－３８８-４１８１ 

 

１３．施設の利用にあたってのその他留意事項 

面会時間 
面会時間（１０：００～１７：００）を厳守してください。ただ

し、特別な事情がある場合はこの限りではありません。 

迷惑行為等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

また、むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないでください。 

貴重品等の管理 貴重品や現金は、持参されないようにお願いします。 

宗教活動・政治活動 
施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご

遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

同性介助について 
職員のシフトの都合上、同性介助のお約束はできませんのでご理

解ください。 

 

１４．秘密の保持と個人情報について 

利用者及びその家族に

関する秘密の保持につ

いて 

当施設及び当施設の使用する者は、サービスを提供する上で知り

得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者

に漏らしません。 

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

個人情報保護について 

当施設は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録

物については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際

にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

 

 

 



 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

短期入所療養介護サービスの提供開始に際し、本書に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

短期入所療養介護事業所葵の園・江別 

説明者氏名            氏 名                 印 

 

私は、本書に基づいて施設の職員（職名 支援相談員        ）から、重要事項の

説明を受け、短期入所療養介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

契約者 住 所                   

 

   氏 名                 印 

 

代理人 住 所                   

 

    氏 名                 印 

 

続 柄          

 

改訂 令和 6年 1月 1日 

 

 


